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最新の労働安全衛生法と関連政省令、
告示等に加え、新たに発出された主な
行政指導通達を収録しています。
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企業の労働110番！
　労働のトラブル・ご相談・ご質問は迷わず 052―961―7110 までお電話を

労働問題なら

●何でも　民事問題を含めた幅広いご相談が可能です

●何時でも　月～金 8：30 ～ 17：30（祝日等は除く）

● 何度でも労働基準協会会員企業さんは解決まで何度でも。

未入会企業さんも初回ご来局に限り無料でご相談が

　可能です

● 企業の立場で秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策を

　アドバイス。労働者の立場でのご相談はできません

●社会保険労務士等専門家が他 行政OB・産業カウンセラー

　等企業の支援活動を行う労働の専門家です住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp
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刈谷労働基準協会
　2月 25 日㈬、刈谷市民文化センター 5階会議室にて、当協会
の教育講習を担当する講師を対象に研修会を開催しました。今回
は、刈谷労働基準監督署の杉浦監督官を講師としてお迎えし、労
働安全衛生に関する最新の動きについて分かりやすくお話しいた
だきました。
　近年、労働安全衛生の分野では法改正が続いており、講習を担
当する講師の方にも、最新情報をしっかり把握していただくこと
が大切になっています。受講される皆さまに、より質の高い講
習をお届けするための大事なステップとして、今回の研修を実
施しました。
　研修では、まず今年度までに行われた法改正のポイントを振
り返り、その後、来年度以降に予定されている規制や改正の見
通しについて丁寧に解説していただきました。後半の質疑応答
では、講師の方から積極的に質問が寄せられ、会場はとても活
気ある雰囲気に包まれました。
　今回の研修で得られた学びは、来年度からの教育講習にしっ
かりと活かされていきます。今後も、より良い講習づくりに向
けて取り組んでまいります。

教育講師研修会が開催される

刈谷労働基準協会
　2026 年 3 月 19 日㈭に、シャインズにて刈谷労働基準監督署相部署長をお迎えして理事 23 名、監事 2
名出席のもと、2025 年度第 3回理事会が開催されました。
　加藤会長の挨拶と議長の下、下記内容の審議が行われ、審議事項についてはすべて承認されました。
　審議事項等の後、相部署長より講話がありました。愛知県内での労働災害の発生状況は、死亡者数は
速報値で 30 名（前年比＋4名）、業種別では製造業、建設業の占める割合が高く、年齢では 60 歳以上
が 50％、事業場の規模では 50 名未満の事業場で 80％を占めるとの説明がありました。
　また、令和 6年の愛知労働局における監督指導、申告処理および司法処分についての説明や、労働基
準法改正の動向についての説明がありました。

主な審議事項

議案 1． 2026 年度（令和 8年度）事業方針案
　　　　 事業実施計画案並びに予算案承認の件

について
議案 2．常勤役員の報酬額等承認の件について
議案 3．入会事業所の承認の件について

主な報告事項

① 2026 年度（令和 8年度）第 1回理事会について
②第 14 回定時会員総会について

2025年度　第3回理事会が開催される
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〈刈谷労働基準協会　安城支部〉
　（一社）刈谷労働基準協会安城支部（木本竜二支部長）では、２月２５日㈬に１８名の参加により「優

良事業所見学会」を開催しました。

　今回、油圧機器の配管に使用される高圧ホース、戸建・集合住宅等の給水・給湯配管に使用される樹

脂配管を製造し、また同じ敷地内に複数のグループ会社工場が併設されグループの多岐にわたる事業を

支える株式会社ブリヂストン関工場〔岐阜県関市〕を視

察しました。

　株式会社ブリヂストン関工場は健康、有害物質におけ

る安全衛生の取り組みで令和７年度厚生労働大臣表彰・

優良賞を受賞しています。視察当日は表彰を受けた主な

取り組みとして製造で使用していた有害な化学物質の代

替化、作業の軽労化、エルゴノミクスＲＡ推進活動の実

施を通じた労働衛生環境の改善等について説明を受け、

説明後には同工場で製造している油圧ホース、樹脂配管

の製造工程を見学しました。

　参加者は作業時の安全、体の健康に対する意識向上や

有害物質に対する管理等の重要性を学ぶこととなり、非

常に有意義な視察となりました。

優良事業所見学会が開催される
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全ての事業主の⽅へ

病気を抱える労働者の
治療と就業の両⽴⽀援
が努⼒義務になります

病気を抱える労働者の状況
がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や⽀

援体制が⼗分でなく、就業をあきらめてしまうケースが少
なくありません。

今後、⾼齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも、
病気を治療しながら仕事をする労働者は増えていきます。

治療と就業の両⽴⽀援とは
⼤切な⼈材が病気になっても、治療を受けながら安⼼し

て働き続けられるよう⽀援するため、本⼈からの相談に応
じ、適切に対応できる体制・環境を整備し、必要な就業上
の調整や配慮を⾏う取組です。

両⽴⽀援に取り組む意義
労働者の健康確保及び就業継続とともに、社員全体の安

⼼感やモチベーションの向上による⼈材の定着、⽣産性の
向上といった企業の成⻑につながります。

令和８年
４⽉から

改正労働施策総合推進法（令和７年法律第63号）により、
令和８年４⽉１⽇から、職場における治療と就業の両⽴⽀援
の取組が、事業主の努⼒義務になります。

治療と就業の両⽴⽀援指針（令和８年厚⽣労働省告⽰第
28号）を踏まえ、社内の環境整備や必要な両⽴⽀援の措置
を講ずることが求められます。

都道府県労働局 健康（安全）課

イメージキャラクター
ち り ょ う さ
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指針と⽀援ツールを活⽤して、できる取組から始めましょう

治療と就業の両⽴⽀援指針

●トップの⽅針表明 ●研修等を通じた意識啓発 ●相談窓⼝の明確化・社内の⽀援体制の整備
●休暇制度・勤務制度の整備 （例 時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務 等）

労働者 主治医事業場

❶ 勤務情報提供書

主治医意⾒書

⓪ 両⽴⽀援の申出

（⼈事労務）（産業医等）

勤務情報提供
書の作成⽀援

主治医意⾒書
の提出

❸ 両⽴⽀援プラン
の作成

両⽴⽀援を⾏うための環境整備

個別の両⽴⽀援の進め⽅

就業継続の可否や就
業上の措置等は、主
治医意⾒書を基に、
産業医等の意⾒を踏
まえ、労働者と⼗分
話し合った上で、事
業主が最終的に決定。

様式例の活⽤による、主治医や産業医等と連携した⽀援フロー

両⽴⽀援ナビをチェック
厚労省の運営するポータル
サイト「治療と仕事の両⽴
⽀援ナビ」では、
・指針に沿った取組の実践

的ガイダンス
・企業の取組事例
な ど 総 合 的 な 情 報 提 供 を
⾏っていますので、参考に
してください。

留意事項
●労働者本⼈の申出 ●労働者との⼗分な話合い、上司・同僚の理解 ●個⼈情報の保護

専⾨スタッフの⽀援を活⽤
都道府県産業保健総合⽀援セ
ンターでは、両⽴⽀援の専⾨
スタッフ（社労⼠、⼼理職、
保健師等）が配置されており、
・研修、相談、事業場への訪

問による制度導⼊⽀援
・事業主と労働者の間の個別

の両⽴⽀援の調整及び両⽴
⽀援プランの作成⽀援

等⽀援が無料で受けられます。

両⽴⽀援コーディネーター
社内での相談窓⼝、両⽴⽀援
の調整役となる⼈材を育てま
しょう。
両⽴⽀援コーディネーター養
成研修はウェブで無料で受け
ることができますので、⼈事
労務担当者や産業保健スタッ
フを受講させるといいでしょ
う。

地域の⽀援情報
都道府県労働局に設置されて
いる「地域両⽴⽀援推進チー
ム」では、⾃治体や地域の⽀
援機関等と連携して、
・両⽴⽀援のイベントの実施
・事業主等が活⽤可能な各地

域における⽀援事業の情報
の提供

等を⾏っています。

（令和８年２⽉）

様式例
「勤務情報提供書」
「主治医意⾒書」
「両⽴⽀援カード」
「両⽴⽀援/職場復帰⽀援プラン」
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愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和8年3月9日現在の速報値）

業　種 年　別 令和 7年（速報値）令和 6年同時期（速報値） 令和 6年確定値
製 造 業 8 6（ 1 ） 8（ 1 ）

食 料 品 製 造 業 1
化 学 工 業 1
鉄 鋼・非 鉄 金 属 2
金 属 製 品 1 1 1
一般・電気・輸送用 1 2（ 1 ） 3（ 1 ）
そ の 他 3 3 3

建 設 業 8（ 1 ） 9（ 2 ） 9（ 2 ）
土 木 工 事 業 3（ 1 ） 2（ 1 ） 2（ 1 ）
建 築 工 事 業 2 3 3
そ の 他 3 4（ 1 ） 4（ 1 ）

陸 上 貨 物 運 送 事 業 4（ 3 ） 3（ 1 ） 3（ 1 ）
商 業 5（ 3 ） 8（ 6 ） 9（ 6 ）

卸 売 業 2（ 1 ） 1 1
小 売 業 2（ 2 ） 6（ 5 ） 7（ 5 ）
そ の 他 1 1（ 1 ） 1（ 1 ）

清 掃 ・ と 畜 業 3 2 2
上 記 以 外 の 事 業 2（ 1 ） 3（ 1 ） 3（ 1 ）

合　　　　　　計 30（ 8 ） 31（11） 34（11）
※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

愛 知 労 働 局

7

6

愛知県の全産業死亡災害
（令和 8年 3月 9日現在） 愛 知 労 働 局
発 生 月
発生時間 業　種 労働者数 被災者

職　名
年
令

経
験 事故の型 起因物 災　害　状　況

R7.4.26.
10：00

木造家屋
建築工事業 9名以下 技術者 50

代
30
年 その他 起因物なし 長時間労働に起因するくも膜下出血により死亡した

もの。

R7.9.15.
8：45

その他の
製造業 9名以下

金属工作
機械作業
従事者

70
代 年 はさまれ ･

巻き込まれ 旋盤
旋盤にて修繕作業中、指を旋盤に挟まれ両手指を切
断し、医療機関に入院していたが、虚血症により死
亡したもの。
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愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和8年3月9日現在の速報値）

業　種 年　別 令和 8年速報値 令和 7年同時期（速報値） 令和 7年速報値
製 造 業 8

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業 1
鉄 鋼・非 鉄 金 属 2
金 属 製 品 1
一般・電気・輸送用 1
そ の 他 3

建 設 業 2 1 8（ 1 ）
土 木 工 事 業 1 1 3（ 1 ）
建 築 工 事 業 2
そ の 他 1 3

陸 上 貨 物 運 送 事 業 4（ 3 ）
商 業 5（ 3 ）

卸 売 業 2（ 1 ）
小 売 業 2（ 2 ）
そ の 他 1

清 掃 ・ と 畜 業 3
上 記 以 外 の 事 業 2 1 2（ 1 ）

合　　　　　　計 4 2 30（ 8 ）
※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

愛 知 労 働 局

7

6

8
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令和7年発生　労働者死傷病報告書受付状況（令和8年2月末日現在）
刈谷労働基準監督署

今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数 今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数

休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡

製 造 業 計 5 193 （1）208 （1）－15 建 設 業 計 38 （1） 49 －11 ＋1

食 料 品 41 41 土 木 11 8 ＋3

繊 維 2 2 建 築 15 26 －11

木材・木製品 1 2 －1 そ の 他 12 （1） 15 －3 ＋1

製紙・印刷 3 5 －2 交通・運輸業 52 （1） 54 －2 ＋1

化 学 1 21 15 ＋6 陸 上 貨 物 業 1 2 6 －4

窯業・土石 14 10 （1） ＋4 －1 港 湾 荷 役 業 3 1 ＋2

鉄鋼・非鉄 8 12 －4 商 業 1 70 60 ＋10

金 属 製 品 1 33 （1） 40 －7 ＋1 接客・娯楽業 2 31 32 －1

一 般 機 械 1 15 21 －6 清 掃 業 2 19 20 －1

電 気 機 械 2 2

輸送用機械 2 50 47 ＋3 そ の 他 3 127 161 －34

その他製造 3 11 －8 合 計 14 535 （3）591 （1）－56 ＋2

　※本統計は令和 8年 2月末までの労働者死傷病報告（休業 4日以上）の受付件数で集計しています。
　※（　）内は死亡者数で内数で表しております。

令和8年発生　労働者死傷病報告書受付状況（令和8年2月末日現在）
刈谷労働基準監督署

今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数 今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数

休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡

製 造 業 計 10 15 18 －3 建 設 業 計 2 3 7 －4

食 料 品 2 5 3 ＋2 土 木 1 －1

繊 維 建 築 2 3 4 －1

木材・木製品 そ の 他 2 －2

製紙・印刷 交通・運輸業 6 8 3 ＋5

化 学 1 1 3 －2 陸 上 貨 物 業

窯業・土石 1 1 ＋1 港 湾 荷 役 業

鉄鋼・非鉄 1 1 ＋1 商 業 8 9 3 ＋6

金 属 製 品 2 4 4 接客・娯楽業 2 3 2 ＋1

一 般 機 械 2 －2 清 掃 業 2 2

電 気 機 械 1 1 ＋1

輸送用機械 2 2 6 －4 そ の 他 4 5 8 －3

その他製造 合 計 32 45 43 ＋2

　※本統計は令和 8年 2月末までの労働者死傷病報告（休業 4日以上）の受付件数で集計しています。
　※（　）内は死亡者数で内数で表しております。
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労災保険給付にかかる請求の時効について
　刈谷労働基準監督署

【事実の概要】
　過日、当社従業員Aが仕事中に右下肢を骨折する事故が発生しました。
　Aはこの事故により約１週間入院、退院後は３か月の通院で治ゆとなりました。治療費については
労災で処理をしましたが、治療に伴う装具代と休業補償を会社で立て替えて支払っていました。
　装具代と休業補償について、労災請求するつもりでいましたが、担当者の転勤により、労働基準監督
署へ請求することを忘れてしまいました。
　最近になって請求し忘れていたことが判明したため、労災請求したところ、休業補償給付については、
時効により、一部の期間については支給されませんでした。装具代として請求した療養補償給付につい
ては、時効により、不支給となりました。
　労災保険給付にかかる時効は、どのような取り扱いになるのでしょうか。
【解　　説】
　労働者災害補償保険法第 42 条において、「時効」について規定しています。
　本条は、保険給付にかかる請求権の消滅時効について規定したものであり、療養補償給付・休業補償
給付・葬祭料・介護補償給付・療養給付・休業給付・葬祭給付・介護給付を受ける権利は２年を経過し
たとき、障害補償給付・遺族補償給付・障害給付及び遺族給付を受ける権利は５年を経過したときは、
時効によって消滅すると規定されています。

　具体的な労災保険給付にかかる時効の時期については、以下のとおりになります。

①　療養（補償）給付たる療養の費用
　 　非指定医療機関で治療を受け、あるいは治療用装具を作成した場合等については、費用を支出した
都度（療養の費用の支出が具体的に確定した都度）に発生し、それぞれ、その翌日から当該費用ごと
の支給請求権の時効が進行します。

②　休業補償給付及び休業給付
　 　傷病等により、療養のため労働することができないために、賃金を受けない日ごとに発生し、その
日ごとに発生する受給権について、それぞれ、その翌日から時効が進行します。

③　遺族補償給付及び遺族給付・葬祭料及び葬祭給付
　 　労働者が死亡した日の翌日から時効が進行します。

④　障害補償給付及び障害給付
　 　当該傷病が治った日（症状固定日）の翌日から時効が進行します。

⑤　介護補償給付及び介護給付
　 　月単位で支給することとなっているため、支給事由が発生した月の翌月の初日から時効が進行しま
す。

　なお、不明な点があれば、労働基準監督署にご相談ください。
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毎年、梅⾬明けの時期になると⽇差しが急に強くなり、急激な環境温度の変化に⾝体が対応しきれずに、全国的に熱
中症が発⽣しています。令和 7 年、愛知県内で発⽣した就業中の熱中症は、116 ⼈（休業４⽇以上・12 ⽉末時点
での速報値）となりました。 
熱中症の発⽣はＷＢＧＴ（暑さ指数）と明確に関連しており、予防についても作業者の暑熱環境ばく露管理を⾏うこ
とで⼀定の科学的アプローチが可能です。このパンフレットを参考に、関係者が熱中症に対する⼗分な認識を持ち、
熱中症の根絶を⽬指しましょう。 

愛知県内における熱中症発⽣状況【休業 4 ⽇以上の死傷災害】  
年別発⽣件数  気温と熱中症発⽣状況の関係 

  休業者数 死亡者数 合計 
H28 30 1 31 
H29 35 1 36 
H30 76 3 79 
R01 49 2 51 
R02 88 4 92 
R03 28 0 28 
R04 46 0 46 
R05 60 0 60 
R06 88 0 88 
R07 116 0 116 
合計 616 11 627 

 

 

 

⽉別発⽣状況（過去 10 年分）  時間帯別発⽣状況（過去 10 年分） 
  

作業場所別発⽣状況（過去 10 年分）  愛知では令和 4 年以降、夏の気温上昇に伴い、休業４⽇以上
となる熱中症が増加傾向にあります。しかしながら、近年死亡
災害が発⽣していないのは、「早期の医療機関受診」が浸透し、
軽症の内に治療できるケースが増加した等が考えられます。 

熱中症の発⽣は毎年５⽉頃、かなり早い時期から始まります。
最多となる７⽉〜８⽉を迎える前に、早期に予防対策に取り
組むことが重要です。 

熱中症は、午後３時台をピークに、全ての時間帯で発⽣してい
ます。発⽣場所も屋外に限らず、屋内の割合もかなり⾼くなっ
ています。 

 

 

STOP 熱中症 クールワークキャンペーン 
2026 年 5 ⽉ 1 ⽇~9 ⽉ 30 ⽇（４⽉ 準備期間／７⽉ 重点取組期間） 

4 月は準備期間です
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の労務相談サロン脱監督官

第13話　　～労働条件の明示～
相談者　建設業　人事部長

「私は建設業の人事部長です。弊社では、定期的に労働者に対して人事異動を命じています。今回、
愛知県の本社から東京支店への異動を命じた労働者と、本社の営業部門から建設部門への異動を
命じた労働者から、人事異動を拒否する返答がありました。人事異動はできないのでしょうか？」
「２０２４年４月１日以降に契約締結、契約更新をする労働者に関しては、書面により、就業場所、
業務を限定するか、限定しないか等、就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲を明示すること
が義務付けられました。この法改正は、無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約
社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者等の有期契約労働者等の契約締結時や契約更新
時も対象になります。就業場所や業務の変更の範囲について、どのような条件で、２名を採用さ
れましたか？」
「２名を雇入れたときは、法改正前でした。そのため、当時の労働条件通知書は、雇入れ直後の
就業場所や業務しか記載していません。改めて、労働条件通知書を交付する必要がありますか？」
「法改正前であれば、雇入れ直後の就業場所や業務で、問題ありません。また、無期契約労働者は、
法改正後に、追加された変更の範囲を改めて交付する必要はありません。」
「２名とも総合職として採用しています。そのため、弊社としては就業場所や業務には限定がな
いと認識しています。しかし、本社から東京支店のような遠距離の異動や、営業部門から建設部
門への業務変更の異動は、今まではありませんでした。どのように考えればよいですか？」
「就業場所や業務を限定する合意がなくても、無限定に配置転換できるということではありませ
ん。昭和６１年７月１４日の最高裁判決（東亜ペイント事件）が参考になります。『転勤命令に
つき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、転勤命令が他
の不当な動機・目的をもってされたものや、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不
利益を負わせるもの等、特段の事情を存する場合でない限り、同意なしに転勤命令は認められる』
と判示されました。」
「就業場所や業務を限定する合意があった場合は、どのように考えればよいですか？」

「令和６年４月２６日の最高裁判決（滋賀県社会福祉協議会事件）が参考になります。『労働者と
使用者との間に労働者の職務や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用
者は労働者に対し、同意なしに合意に反する配置命令を命ずる権限を有しない』と判示されまし
た。」
「就業場所や業務を限定しない場合は、労働条件通知書は、どのように記載すればいいですか？」

「一例として、雇入れ直後の就業場所は『本社』、変更範囲として『会社で定める全ての事業場』、
また、雇入れ直後の業務の内容は『営業業務』、変更範囲として『会社で定める全ての業務』と
記載します。何よりも労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。」
「今後、多様な人材を採用する観点から、職務や就業場所について限定する、職務限定正社員ま
たは勤務地限定正社員の採用を検討しています。どのようなことに気をつければよろしいでしょ
うか？」
「例えば、ジョブ型雇用（職務を限定して雇用）で、当該職務に対する報酬を設定（職務給）した場合、
職務限定の合意が認定されます。その後、限定した職務がなくなり、解雇を回避するためである
としても、同意なしに配置転換はできません。これは、就業場所限定の場合も同様です。今後は、
就業場所、業務の変更の範囲の労働条件の明示が、配置転換が可能か否かのポイントになります。」

（労働衛生コンサルタント・社会保険労務士　中西浩信）
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知立支部
《会社概要》
会 社 名：名南熱処理工業株式会社
所 在 地： 〒 472-0022　　　　　　　　　　　

愛知県知立市山屋敷町山屋敷 25-21
電 話 番 号：0566-81-1553
FAX 番号：0566-83-3076
代 表 者：代表取締役社長　山﨑資太
設立年月日：1961 年 05 月 01 日
資 本 金：3,000 万円
従 業 員 数：80 人
業 務 内 容： 自動車を始め産業機械及び構築物等に使用する金属部品の無酸化調質とショットブラスト

及び黒化処理その他処理全般についての受託加工

《沿革》
1935 年　名古屋市熱田区において山﨑ヤスリ製作所を創業
1961 年　知立市に名南熱処理工業株式会社を設立
1970 年　名古屋工場を閉鎖。知立本社工場へ統合
1980 年　新社屋竣工
1989 年　知立第二工場新設

1994 年　 主要設備の近代化（熱源転換）計画完了　　　　　　　

最大加工能力月間 1,700 ｔ体制確立
2000 年　豊田工場新設　最大加工能力月間 2,200 ｔ体制確立
2001 年　環境マネジメントシステム ISO 14001 認証取得
2003 年　品質マネジメントシステム ISO 9001 認証取得
2008 年　豊田第二工場新設
2013 年　連続炉生産ライン１基増設
2019 年　本社工場敷地拡張整備

《名南の強み　黒化処理》
黒化処理とは
　焼入焼戻を行う製品表面に酸化、脱炭および浸炭など有害な反応が起こらない様、変成炉で CO2 濃
度を調整したＲＸガスを焼入炉内へ導入し、更に炉内のO2 濃度を調整した無酸化雰囲気内で製品を焼
入れしたのち、焼戻炉の加熱燃焼ガスに発生炉からのＤＸガスを焼戻炉内へ導入混合し、O2 濃度を調
整した無酸化雰囲気内で焼戻し、水溶性防錆槽（浸漬）さ
せて完成するもので、この方法は焼戻と黒化処理を同時に
行うものです。
黒化製品の特徴
　黒化処理した製品の表面肌（外観）は、濃黒色で光沢が
あり、のちの防錆効果にも優れています。
黒化処理のプロセス
　焼戻炉を黒化雰囲気にして、1u ～ 3u の黒化被膜（Fe304）
を生成した後、水溶性防錆槽で防錆液を表面に浸透させる
ことに依って、黒染処理に相当する結果が得られます。

豊田工場内

炉の様子

黒化処理製品
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　2025 年度に入会された事業所を紹介致します。

事　業　所　名 支　　部 業　　種

株式会社喜村設備 刈谷 管工事業

株式会社GEMBA 刈谷 情報通信業

エラルド溶接工業合同会社 刈谷 溶接工

株式会社FD 刈谷 電気工事業

株式会社Nワークス 安城 運送業

長谷川　政博 安城 個人

※入会申し込み順

入会事業所紹介

　第 14 回定時会員総会を来る 5月 25 日㈪ 14 時より、刈谷市総合文化センター 小ホール
にて開催いたします。
　詳しくは、5月号会報に同封いたします。

第14回　定時会員総会のご案内
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2026年度 刈谷労働基準協会主催講習会
講　習　名 日　程 会　場 会　費

会　員 非会員

技
能
講
習

31H フォークリフト
自動車運転免許証【有】

（学）5月 7日
（実）5月 9・10・16 日 （学）あいち産業科学技術総合センター

（実）豊田自動織機　高浜工場 32,450 円
（学）6月 5日
（実）6月 6・7・13 日

35H フォークリフト
自動車運転免許証【無】

（学）5月 7・8日
（実）5月 9・10・16 日

（学）刈谷市産業振興センター
（実）豊田自動織機　高浜工場

37,950 円
（学）6月 2・5日
（実）5月 6・7・13 日

（学）未定
（実）豊田自動織機　高浜工場

32H フォークリフト
外 国 語
自動車運転免許証【有】

（学）5月 7・8日
（実）5月 9・10・16 日

（学）あいち産業科学技術総合センター
（実）豊田自動織機　高浜工場

54,230 円
（学）6月 1・2日
（実）5月 6・7・13 日

36.5H フォークリフト 
外 国 語
自動車運転免許証【無】

（学）5月 7・8日
（実）5月 9・10・16 日

61,160 円
（学）6月 1・2日
（実）5月 6・7・13 日

プレス機械作業主任者 5月 11・12 日 あいち産業科学技術総合センター 13,090 円

有機溶剤作業主任者
5月 26・27 日

あいち産業科学技術総合センター 13,750 円
6 月 3・4 日

特化物・四アルキル鉛等
作 業 主 任 者

5月 21・22 日
あいち産業科学技術総合センター 13,750 円

6 月 8・9 日

酸素欠乏・硫化水素
危 険 作 業 主 任 者

5月 26・27・28 日
5 月 26・27・29 日 あいち産業科学技術総合センター 17,710 円

石 綿 作 業 主 任 者 6月 4・5日 あいち産業科学技術総合センター 13,750 円

特
別
教
育

自 由 研 削 砥 石 5月 12 日 あいち産業科学技術総合センター 10,450 円 13,750 円

機 械 研 削 砥 石 6月 24・25or26 日 （学）刈谷商工会議所
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 13,750 円 17,050 円

プレス金型取替調整 6月 18・22 日 （学）刈谷商工会議所
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 13,750 円 17,050 円

ア ー ク 溶 接 6月 24・25・27 日 （学）刈谷市産業振興センター
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 23,210 円 26,510 円

粉 じ ん 5月 11 日 あいち産業科学技術総合センター 8,360 円 11,660 円

低 圧 電 気
（ 実 技 ７H 含 む ）

5月 19・20 日
刈谷商工会議所 20,570 円 23,870 円

6 月 16・17 日

フ ル ハ ー ネ ス 型
墜 落 制 止 用 器 具 5月 13 日 あいち産業科学技術総合センター 9,570 円 12,870 円

産 業 用 ロ ボ ッ ト 6月 15・19・27or30 日 （学）あいち産業科学技術総合センター
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 34,980 円 38,280 円
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講　習　名 日　程 会　場 会　費
会　員 非会員

そ
の
他

一 般 建 築 物 石 綿
含 有 建 材 調 査 者 6月 29・30 日 あいち産業科学技術総合センター 44,000 円 49,775 円

工作物石綿事前調査者 5月 7・8日 あいち産業科学技術総合センター 44,000 円 49,280 円

化 学 物 質 管 理 者
（ 製 造 事 業 所 ） 6月 10・11 日 あいち産業科学技術総合センター 23,980 円 27,280 円

化 学 物 質 管 理 者
（ 取 扱 事 業 所 ）

6月 2日（学科のみ）
刈谷商工会議所

14,520 円 17,820 円

6 月 2 日（学科・実技） 17,820 円 21,120 円

安 全 衛 生 推 進 者 6月 22・23 日 刈谷市産業振興センター 16,830 円

職長教育（製造業）
5月 18・19 日 あいち産業科学技術総合センター

14,080 円 17,380 円
6 月 11・12 日 あいち産業科学技術総合センター

保護具管理責任者 6月 12 日 あいち産業科学技術総合センター 17,050 円 20,350 円

熱中症予防管理者教育
5月 13 日

あいち産業科学技術総合センター 7,920 円 9,020 円
6 月 3 日

衛 生 管 理 者 受
験 準 備 勉 強 会 5月 20・21 日 あいち産業科学技術総合センター 18,810 円 22,110 円

　※会費にはテキスト代、消費税を含みます。https://www.kariya-rouki.or.jp

刈谷労働基準協会主催講習会（労務・労働問題関連）

種別 講　習　会　名 QRコード 4月 5月 6月 会費（単位 : 円） 会　場会　員 非会員

労
働
法
令

総
合
講
座

1 . 労働実務基礎講習 ( 半日 ) 9 13 9 無　料 名北労働基準協会 他
2 . 労働実務総合研修 ( １日 ) 14 17 10,000 13,330

名北労働基準協会
3 . 労働実務専門講座 ( ４日 ) 10

24
全日
36,700

全日
44,500

4 . 社会保険労務士試験受験対策総合講座
( １３日間 ) 詳細はQRコードからご覧ください

労
働
問
題

セ
ミ
ナ
ー

1 . 令和８年度の労働の動向を聴くセミナー 18 無　料 名古屋能楽堂

安
全

衛
生 1 . ダイオキシン類特別教育 22  7,330  9,160 名古屋市工業研究所

社　

員　

教　

育

1 . 管理能力向上研修

1~5

6

22

 6,000  7,000 名北労働基準協会

2 . ハラスメント防止研修 26

3 . ハラスメント相談担当者研修 25

4 . 人事考課者研修 18

5 . アンガーマネジメント研修 27

6 . アサーティブ研修 30

愛知労働基準協会主催講習会

講　習　会　名 開催月日 学科会場 実技会場 受講料学科 ( 日） 実技 ( 日）

技
能
講
習

乾 燥 設 備 作 業 主 任 者 5月 25・26 日 ポーラビル 13,450 円

ガ ス 溶 接 5月 26 日 5 月 31 日 ポーラビル トヨタ安全衛生
教育センター 13,780 円

ショベルローダー等運転 5月 28 日
6 月 1.2.3.4 日
または

6月 5.8.9.10 日
ポリテクセンター
名古屋港 53,370 円

そ
の
他

局 所 排 気 装 置
自 主 検 査 者 5月 11・12 日 5月 13or14or15 日 ポーラビル

会員
58,500 円
非会員
63,000 円

中災防主催講習会 （刈谷労働基準協会会員は会員価格で受講できます）

講　習　名 日　程 会　場 会　費
会　員 非会員

危険予知訓練（ＫＹＴ）1日研修会 5 月 22 日 あいち産業科学技術総合センター 19,800 円 22,000 円

（県下各協会合同開催）

（県下各協会合同開催）
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企業の労働110番！
　労働のトラブル・ご相談・ご質問は迷わず 052―961―7110 までお電話を

労働問題なら

●何でも　民事問題を含めた幅広いご相談が可能です

●何時でも　月～金 8：30 ～ 17：30（祝日等は除く）

● 何度でも労働基準協会会員企業さんは解決まで何度でも。

未入会企業さんも初回ご来局に限り無料でご相談が

　可能です

● 企業の立場で秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策を

　アドバイス。労働者の立場でのご相談はできません

●社会保険労務士等専門家が他 行政OB・産業カウンセラー

　等企業の支援活動を行う労働の専門家です住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp



青森県　弘前市「北国に春到来」青森県　弘前市「北国に春到来」青森県　弘前市「北国に春到来」
最新の労働安全衛生法と関連政省令、
告示等に加え、新たに発出された主な
行政指導通達を収録しています。

052―602―4747
052―602―6821

19,800円（税込）

作業環境測定機関登録２３－1
労働衛生コンサルタント登録

〒457―0832 名古屋市南区浜中町 1 ̶ 5 ̶ 1
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